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資料４



地域公共交通計画の策定について

■背景

〇中野区では、令和３年度に区の交通に関する基本的な方向性を示すため、「中野区交
通政策基本方針」（以下「本方針」という。）を策定。

〇本方針に示すめざすべき姿の実現に向けて、交通事業者・地域・行政の役割を明確に
し、具体的施策として継続的に展開していくため、地域公共交通の活性化及び再生に関
する法律に基づく「地域公共交通計画」の策定を検討していく必要がある。

2



地域公共交通計画の策定について
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■中野区交通政策基本方針と地域公共交通計画の関係性



地域公共交通計画の策定について

■地域公共交通計画と交通関連計画等との関係性
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地域公共交通計画の策定について

■策定のメリット及び根拠等
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○計画期間については、集中的に取り組む短期的課題と、中長期的に取り組む課題を明
らかにし、公共交通政策の一貫性や連続性を確保する。

○また、事業を具体化することにより、PDCAをまわし進捗管理が図られることや、国の
認定を受けた事業については、特例制度や国による財政支援の特例等を活用することが
できるなどのメリットがある。

○地域公共交通計画にて、事業の位置づけを明確化することで、事業の実施根拠となり、
予算化や補助申請、関係機関との協議等の効率化が図られる。

○地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条にて、市町村に対し地域公共交通
計画の策定が努力義務として課せられており、区としての役割を果たす。
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出典：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 6



出典：江戸川区地域公共交通計画（2021年３月策定）

■各具体施策の記載イメージ

地域公共交通計画の策定について
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出典：江戸川区地域公共交通計画（2021年３月策定）

■各目標ごとの数値指標と進捗管理

地域公共交通計画の策定について
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交通政策推進協議会の位置づけの検討について

○位置づけ
・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第６条に規定される協議会

〇協議事項
・「地域公共交通計画」の作成
・多様な交通モードを検討・協議
・MaaSの取組などの新たなモビリティサービスの協議　　　　　　　　　　など　　　　　　　　　　　　
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○設置時期
・地域公共交通計画の策定時期を考慮し、法定協議会として設置していく。

■検討事項



交通政策推進協議会の位置づけの検討について

【法定協議会の構成イメージ】
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■検討事項

〇検討体制
・法定協議会に部会・ワーキングを設け議論していく。
・道路運送法における「地域公共交通会議」又は「地域協議会」としての役割について
も、今後検討していく。


